
将来にわたって信頼される水道 

広島市水道ビジョン 

   

第 1章 改定趣旨 

1 改定に当たって 

   本市では、将来にわたって給水の安全性・安定性を確保しつつ、持続可能な水道シス
テムを構築していく事業運営の指針として、平成 21 年度（2009 年度）に『広島市水道
ビジョン』を策定するとともに、その実行計画として、4 年ごとに「中期経営計画」を
策定し、事業運営を行っています。 

    今後、水需要や給水収益の更なる減少が予測される一方、水道施設の更新需要の増加、
災害対策の充実に対応していく必要があります。こうした状況を踏まえ、将来にわたっ
てお客さまから信頼される水道であり続けるために、本ビジョンを改定します。 

 
■水需要（有収水量）の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2 位置付け 

     広島市基本計画の部門計画とし、「世界に誇れる『まち』の実現に向けて－市政推進

に当たっての基本コンセプト－」を踏まえた計画とします。また、厚生労働省が策定を

要請する「水道事業ビジョン」及び別途策定する「中期経営計画」と合わせて総務省が

策定を要請する「※1経営戦略」に位置付けます。 

※1 経営戦略 将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画です。 

 

3 計画期間 

    平成 30年度（2018 年度）から平成 39 年度（2027 年度）を計画期間とします。 

 

第 2章 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 見込み 

概要版 

いつでも安全で
おいしい水を
お届けする水道
 

お 客 さ ま と 
ともに歩む水道

健 全 経 営 を
推進する水道

第 3章 現状と課題  

 
※2 水安全計画 水道水の安全性を一層高め、将来にわたってお客さまにより安全で安心な水道水を安定的にお

届けするための水源から蛇口までの総合的な水質管理計画です。 
※3 維持保全計画 おおむね 50 年先を見据え、水道施設の特性や、補修・補強などによる長寿命化の効果を考慮

して、適切な更新時期を定めた計画です。 

項目 現状 課題 

1 
水 需 要 

水需要が過去最高となった平成 4 年
度と比較して、平成 28 年度は約 11％
減少しています。特に業務用は、節水
型設備等の影響により減少傾向が続い
ています。 

 

今後も更に水需要の減少が見込ま
れるため、財政面への影響や施設規
模の適正化への対応に取り組む必要
があります。 

2 
水質管理 

水源の水質は良好であるものの、毎
年油の流出等の水質事故が発生してい
ます。水源から蛇口までの総合的な水
質管理を定めた「※2水安全計画」を平
成 26 年度から運用しています。 

長期的には気候変動の影響による
水質悪化も予測されており、注意が
必要です。さらには、よりおいしく
水道水を飲んでいただけるよう、残
留塩素濃度の低減に取り組む必要が
あります。 

 

3 
水道施設 

浄水場や配水池などの施設は、339
か所と多く、管路延長は、4,817km に
も達します（平成 28 年度末現在）。こ
れらの水道施設の多くは、昭和 40年代
以降に整備しています。 

 

今後、水道施設の老朽化が進むた
め、「※3維持保全計画」に基づいて、
長寿命化と更新を着実に実施すると
ともに、管路更新のペースアップを
図る必要があります。 

4 
危機管理 

 大規模地震等に備えて、水道施設の
耐震化や相互連絡管の整備によるバッ
クアップ機能の強化などを進めていま
す。 

 水道施設の耐震化等に取り組むと
ともに、災害時により迅速な対応が
行えるような体制の構築に取り組む
必要があります。 
 

5 
環境保全 

 水道水の供給には、多量のエネルギ
ーを使用するなど、環境への負荷を伴
うため、省エネルギーの取組のほか水
源かん養林の整備等を行っています。 
 

 電力使用量の削減等に取り組むと
ともに、より環境に配慮した事業運
営に取り組む必要があります。 

6 
経 営 

 水需要の減少及び水道施設の老朽化
対策等により経営環境は厳しさを増し
ています。また、水需要構造が変化し、
料金収入に影響を及ぼしています。 
 

経営の効率化や財務体質の強化な
ど財政マネジメントの向上に取り組
むとともに、料金体系の在り方を考
える必要があります。 

 

7 
広域連携 
 

行政区域外へ給水するほか、施設の
共同化や管理の一体化等を実施してい
ます。 

 

周辺自治体と連携し、水道事業が
抱える問題に取り組む必要がありま
す。 

 

8 
サービス 

 積極的な情報発信に努め、平成 22
年度に「引越お客さま受付センター」
を設置するなどサービスの充実に努め
ています。 

 

 お客さまとの相互理解を深めると
ともに、お客さまニーズ等を考慮し
て、更なるサービスの充実に努める
必要があります。 
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第 4章 施策の展開 
 

 

 

(1) 利便性の向上 

(2) 直結給水の促進 

(3) 貯水槽水道の適正管理の促進 

(4) 民間事業者の育成 

(1) 広報活動の充実 

(2) 広聴活動の充実 

(3) イメージアップの推進 

(1) 浄水・配水施設の統廃合 

(2) 構造物の更新・改良 

(3) 機械及び電気設備の更新・改良 

(4) 効率的な運転管理体制の構築 

(1) 管路の更新 

(2) 漏水防止の推進 

(1) 地域社会への貢献 

(2) 国際協力の推進 

(3) 歴史の継承 

(1) 経営の効率化 

(2) 企業債残高の抑制 

(3) 料金制度の見直し 

(4) 新たな発想による収入の確保 

(1) 人材の育成 

(2) 水道技術の継承 

(3) 組織体制の強化と適正な人員配置 

(1) 民間活力の活用 

(2) 広域連携の推進 

(1) 構造物の耐震化 

(2) 重要給水施設への配水管路の耐震化 

(1) バックアップ施設の整備 

(2) 非常用電源の確保 

(1) 飲料水の確保 

(2) 応急用資機材の整備 

(3) 危機管理体制の充実 

(1) 水安全計画の運用 

(2) 水質監視・保安体制の確保 

(3) 水質検査体制の強化 

(4) 浄水処理技術の維持・向上 

(5) 残留塩素濃度の低減・監視 

配水施設の機能向上 

(1) 水源かん養林の整備 

(2) 流域自治体との連携 

(3) 省エネルギーの推進 

(4) 資源リサイクルの推進 

(5) 環境マネジメントシステムの運用 

安心な水の安定供給 

環境負荷の低減 

施設の更新・改良 

水道施設の耐震化 

バックアップ機能の強化 

応急対策の推進 

財政基盤の強化 

人材育成と技術の継承 

多様な連携体制の構築 

広報・広聴活動の推進 

お客さまサービスの充実 

社会貢献活動の推進 

管路の更新 

水質管理体制の強化 
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具体的な取組 主要事業 

安全でおいしい水の供給 

水道施設の更新・改良 

災害対策の充実 

健全経営の推進 

お客さまサービスの向上 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

施策目標 基本理念 
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